
総合企画部 広報ＣＳＲ室／〒020-8688 岩手県盛岡市中央通１－２－３ TEL.019-623-1111(代表) 

 

 

２０１９年８月２３日 

 

株式会社 岩 手 銀 行 

 

一部店舗における窓口営業時間の変更について 

（昼の休業時間の変更） 

 

岩手銀行（頭取 田口 幸雄）は、２０１９年１０月１日（火）より、下記の店舗におきまして窓口    

営業時間の変更（昼の休業時間の変更）を行うことといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．対象店舗（４ヵ店） 

  世田米支店、浄法寺支店、安代支店、平泉支店 

 

２．実施日 

２０１９年１０月１日（火） 

 

３．変更内容について 

    変 更 前 【変 更 後】 

窓口営業時間 

（午  前） ９：００～１２：００ 

（午  後）１３：００～１５：００ 

【休業時間】１２：００～１３：００ 

（午  前） ９：００～１１：３０ 

（午  後）１２：３０～１５：００ 

【休業時間】１１：３０～１２：３０ 

 

４．その他 

  店舗内に設置しておりますＡＴＭの営業時間につきましては、変更ございません。 

以 上 

《本件に関するお問い合わせ先》 

  岩手銀行 総合企画部 （菅原） 

 TEL 019－623－1111 


